
 

 

 

 

 

１２月３０日（火）～ 
 １月 ４日（日）は 
「休診」となります 

 

ご迷惑をおかけしますが 

よろしくお願いします 

＜小児科よりお知らせ＞ 

休診の間に受診が必要な時は、 

「休日当番医」をご利用ください 

宮崎生協病院：院長 

年末・年始 


